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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月19日(2012.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　GalNAc4S-6ST、GalNAc4ST-1、GalNAc4ST-2、C4ST-1、C6ST-1、またはC6ST-2の遺伝子発
現を抑えるsiRNAを成分とする、組織線維形成抑制剤。
【請求項２】
　組織線維形成性疾患の治療用または予防用の、請求項１に記載の薬剤。
【請求項３】
　前記組織が、心臓組織、消化管組織、肺組織、膵臓組織、眼組織、肝臓組織、脳神経組
織、皮膚組織、外皮組織、上皮組織、結合組織、支持組織、および血液組織からなる群よ
り選択される組織である、請求項１または２に記載の薬剤。
【請求項４】
　以下の工程（ａ）～（ｃ）を含む、組織線維形成抑制剤のスクリーニング方法。
（ａ）単離されたＮ－アセチルガラクトサミンの４位または６位の硫酸基転移酵素と、被
検化合物を接触させる工程であって、該硫酸基転移酵素がGalNAc4S-6ST、GalNAc4ST-1、G
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alNAc4ST-2、C4ST-1、C6ST-1、またはC6ST-2である工程
（ｂ）前記酵素の硫酸基転移活性を測定する工程
（ｃ）被検化合物を接触させない場合と比較して、前記活性を低下させる化合物を選択す
る工程
【請求項５】
　以下の工程（ａ）～（ｃ）を含む、組織線維形成抑制剤のスクリーニング方法。
（ａ）Ｎ－アセチルガラクトサミンの４位または６位の硫酸基転移酵素をコードする遺伝
子を発現する単離された細胞に、被検化合物を接触させる工程であって、該硫酸基転移酵
素がGalNAc4S-6ST、GalNAc4ST-1、GalNAc4ST-2、C4ST-1、C6ST-1、またはC6ST-2である工
程
（ｂ）前記細胞における遺伝子の発現量を測定する工程
（ｃ）被検化合物を接触させない場合と比較して、前記遺伝子の発現量を低下させる化合
物を選択する工程
【請求項６】
　以下の工程（ａ）～（ｃ）を含む、組織線維形成抑制剤のスクリーニング方法。
（ａ）Ｎ－アセチルガラクトサミンの４位または６位の硫酸基転移酵素をコードする遺伝
子の転写調節領域とレポーター遺伝子とが機能的に結合した構造を有するＤＮＡを含む単
離された細胞または細胞抽出液と、被検化合物を接触させる工程であって、該硫酸基転移
酵素がGalNAc4S-6ST、GalNAc4ST-1、GalNAc4ST-2、C4ST-1、C6ST-1、またはC6ST-2である
工程
（ｂ）前記レポーター遺伝子の発現量を測定する工程
（ｃ）被検化合物を接触させない場合と比較して、前記レポーター遺伝子の発現量を低下
させる化合物を選択する工程
【請求項７】
　前記組織が、心臓組織、消化管組織、肺組織、膵臓組織、眼組織、肝臓組織、脳神経組
織、皮膚組織、外皮組織、上皮組織、結合組織、支持組織、および血液組織からなる群よ
り選択される組織である、請求項４～６のいずれかに記載のスクリーニング方法。
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